
令和4年8月10日

資料№ 1 滋賀県最低賃金専門部会報告書(写) …… P  1

令和4年度　　第3回　滋賀地方最低賃金審議会資料目次



 



令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日 
 

滋賀地方最低賃金審議会 

会長 平井 建志  殿 
 

 

滋賀地方最低賃金審議会 

滋賀県最低賃金専門部会 

部会長 平井 建志   
 
 

滋賀県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和４年７月５日、滋賀地方最低賃金審議会において付託さ

れた滋賀県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙

１のとおりの結論に達したので報告する。 

また、別紙２のとおり平成 20 年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデ

ータにより比較したところ、令和２年 10 月１日発効の滋賀県最低賃金（時間額

868 円）は令和２年度の滋賀県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し

添える。 

なお、今回の報告に当たっては、以下のことを強く要望する。 
① 中小企業、小規模事業者に対し、価格転嫁ができる環境と各種支援策を拡

充すること。 
② 新型コロナ禍による影響、企業物価高騰下における小規模事業者に対する

支援金制度等の迅速な促進を図ること。 
③ 人材不足の中、配偶者控除対象者等の最低賃金改定により就業への影響を

受ける者を考慮した制度を構築すること。 
 おって、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

石井 利江子     池内 正博      石田 秀幸 

佐野 洋史      大江 彰宏      西田 保夫 

平井 建志      大西 省三      水野 透 

○写  
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滋 賀 県 最 低 賃 金 

 
 
１ 適用する地域 
   滋賀県の区域 
 
２ 適用する使用者 
   前号の地域内で事業を営む使用者 
 
３ 適用する労働者 
   前号の使用者に使用される労働者 
 
４ 前号の労働者に係る最低賃金額 
   1 時間 927 円 

 
５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 
   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
 
６ 効力発生の日 
   法定どおり 
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滋賀県最低賃金と生活保護との比較について 
 
 
１ 地域別最低賃金 

 （１）件   名  滋賀県最低賃金 

 （２）最低賃金額  時間額 868 円 

 （３）発 効 日  令和２年 10 月１日 

 

２ 生活保護水準 

 （１）比較対象者 

     18～19 歳・単身世帯者 

 （２）対象年度 

     令和２年度 

 （３）生活保護水準（令和２年度） 

     生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の滋賀県内

人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（97,771 円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

   上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に

掲げる金額とを比較すると滋賀県最低賃金が下回っているとは認められな

かった。 

 （註）１箇月換算額 

    868 円（滋賀県最低賃金）×173.8（１箇月平均法定労働時間数） 

      ×0.817（可処分所得の総所得に対する比率※）＝123,251 円 

    ※ 時間額868円で月173.8時間働いた場合の令和2年度の税・社会保険料を考慮し

た可処分所得の総所得に対する比率。 
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